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二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定

めるもの 年齢６３年 

三 前２号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充

が困難であることにより定年を年齢６０年とすることが著しく不適当と認められ

る官職を占める職員で人事院規則で定めるもの ６０年を超え、６５年を超えない

範囲内で人事院規則で定める年齢 

 

  （定年による退職の特例） 

第８１条の３ 任命権者は、定年に達した職員が前条第１項の規定により退職すべ

きこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行

上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認め

られる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年

退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該

職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。 

 

＜参考＞検察官の定年延長に関する政府見解 

○昭和５６年４月２８日内閣委員会 斧人事院事務総局任用局長発言 

「検察官と大学教官につきましては、現在既に定年が定められております。今回

の法案（※）では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになってお

りますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」 

   ※当時の国家公務員法改正案 

 

 ○令和２年２月１３日衆議院本会議 安倍首相発言要旨 

「検察官も国家公務員で、今般、検察庁法に定められた特例以外には国家公務員

法が適用される関係にあり、検察官の勤務延長に国家公務員法の規定が適用され

ると解釈する。」 

 

 

 


